
- 1 - 

議案第 １５ 号  

  

周南市児童厚生施設条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市児童厚生施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成３１年２月２０日 提出 

 

周南市長  木  村  健 一 郎     

 

周南市児童厚生施設条例の一部を改正する条例 

周南市児童厚生施設条例（平成16年周南市条例第52号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第２項の表中 

「 

児童館 周南市富田東児童館 周南市桶川町２番１号 

周南市福川南児童館 周南市中畷町６番５号 

周南市尚白園児童館 周南市新宿通六丁目１番25号 

周南市東福祉館児童館 周南市大字久米1316番地の１ 

」 

を 

「 

児童館 周南市富田東児童館 周南市桶川町２番１号 

周南市福川南児童館 周南市中畷町６番５号 

                                    」 

に改める。 

附 則 

この条例は、平成31年４月１日から施行する。 
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（参  考）  

周南市児童厚生施設条例新旧対照表  

現行  改正案  

（設置）  （設置）  

第２条  （略）  第２条  （略）  

２  児 童 厚 生 施 設 の 種 類 、 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す

る。  

２  児 童 厚 生 施 設 の 種 類 、 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す

る。  

種類  名称  位置  

児童館  周南市富田東児童

館  

周南市桶川町２番１号  

周南市福川南児童

館  

周南市中畷町６番５号  

周南市尚白園児童

館  

周南市新宿通六丁目１番 25号  

周南市東福祉館児

童館  

周南市大字久米 1316番地の１  

児童園  周南市長穂児童園  周南市大字長穂 714番地の１  
 

種類  名称  位置  

児童館  周南市富田東児童

館  

周南市桶川町２番１号  

周南市福川南児童

館  

周南市中畷町６番５号  

児童園  周南市長穂児童園  周南市大字長穂 714番地の１  
 

 


